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要 約
研究の関心は、人的資源の会計にある。その研究の歴史は、決して浅いものではない。しかしながら、人

的資源を会計の俎上に載せること、さらには、それらを資産として計上することにはここまで成功している
とはいえない。本論文は、国際会計基準や資産概念における人的資源の位置づけを検討し、今後の可能性の
探求につなげようとしたものである。
まず、国際会計基準における人的資源会計の位置づけを確認するべく、検討を行った。人的資源会計それ

自体を扱った会計基準はない。これに関連するのは無形資産にかかる基準である。近年、各国の会計基準と
国際会計基準とのコンバージェンスが図られており、そこで、IASならびに IFRS をその検討対象の中心と
した。また、基準上の資産概念が通時的にどうであったのかを確認するべく、資産概念についての検討をお
こなった。

Abstract
This paper aims at examining issues of Human Resource Accounting（HRA）. Although the history of

HRA is not a slight thing and many researchers studied them and their outcome are not interesting in
HRA. However, regarding to the appropriation of human resources for assets on the balance sheet, it has
not still been done successfully.
This paper, for a part of the research, examined the positioning of human resources in international ac-
counting standards and the assets concepts. The subjects of this research would connect future possibility.
This paper firstly examined in order to confirm the position of HRA in International Accounting Stan-

dards（IAS）and International Financial Reporting Standards（IFRS）, because in recent years a conver-
gence between the accounting standards of each country and IAS has been considered and progressed.
But, human resources accounts are not included in the accounting standards. So, human resources are in-
tangible assets.
In addition, this paper examined the concept of assets in order to confirm that how it was understood

broadly.
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Ⅰ はじめに
２００２年１０月に IASB（International Account-
ing Standards Board、国際会計基準審議会）
と FASB（Financial Accounting Standards
Board、米国財務会計基準審議会）が国際会計
基準と米国会計基準とのコンバージェンスに合
意した。それを契機として、近年、世界各国に
おいても同様のコンバージェンスを図る動きが
出て、あわせて IFRS（International Financial
Reporting Standards、国際財務報告基準）の
整備が急速に進められてきた。
本稿では、この IFRS ならびに IAS（Interna-

tional Accounting Standards、国際会計基準）
において、人的資源がどのような位置づけをな
されているのかについて検証する。

Ⅱ IFRSならびに IASにお
ける人的資源の位置づけ

１．資産および無形資産の定義
人的資源を資産として区分しうる可能性を検

討すると、法的な権利としての定義を満たして
無形資産に区分することがあり得ると考える。
その根拠を以下に詳述する。
まず、奴隷貿易時代の奴隷は有形資産として

みなされ、また、現代においても馬や牛などの
家畜は有形資産としてみなされている。しかし
ながら、人権上の問題を鑑みると、人的資源を
ヒトとして奴隷や家畜などと同等に有形資産と
してとらえるのはふさわしくないと考える。そ
こで、無形資産としての区分可能性を検討する
のである。
無形資産についての国際会計基準としては、

IAS３８がある。IAS３８では、資産について、以
下のような定義がなされている。すなわち、資
産とは、「過去の事象の結果として企業が支配
し、かつ、将来の経済的便益が企業へ流入する
ことが期待される資源である」１）。そして、無
形資産については、「物質的実体のない識別可
能な非貨幣性資産をいう」２）と定義されてい
る。また、IFRS３にも無形資産についての定
義があるが、「IAS３８号『無形資産』でその意
味が定められている。すなわち、物理的実体の
ない識別可能な非貨幣性資産をいう」３）とさ
れ、IAS３８とまったく同じものとなっている。
さて、人的資源を上記の無形資産の定義に照

らし合わせてみると、人的資源が「識別可能」
性を満たし得れば、これを無形資産として基準
上も理解することができるであろう。しかしな

がら、より広義である資産の定義については、
人的資源は特別な契約を結んでいない限り自由
意思で退職ないし転職することが可能であるた
め、「企業が支配し」という点において、資産
としては当てはまらない恐れがある。IASの限
りでは、企業による支配について必ずしも明ら
かではないが、換言すれば、ある一定期間は自
由意思で退職ないし転職をしないという契約を
結んでいるならば、資産として当てはまりうる
のである。⻆田［２００６］および［２００８］におけ
る英国プロサッカークラブの事例はまさしくこ
の具体例といえる。

２．無形資産の認識要件
IAS３８は無形資産についての会計基準であ

り、人的資源の観点からもかかわりのある規定
が他にも多数ある。たとえば、「無形資産とし
てある項目を認識するには、企業は、その項目
が、無形資産の定義（par.８から par.１７参照）
及び認識要件（par.２１から par.２３参照）に合致
することを立証する必要がある。この定めは、
無形資産を取得するか又は無形資産を内部で生
成するための、当初生じた原価及びその後の追
加、取替え又はサービスのために生じた原価に
対して適用する」４）とされている。つまり、人
的資源を無形資産として認識するための認識要
件が存在するのであり、ここではそれらを検討
する。
無形資産の認識規準として、以下に列挙する

３つの規定がある。
①資産は、資産に起因する、期待される将来の
経済的便益が企業に流入する可能性が高く、
かつ、資産の取得原価は信頼性をもって測定
することができる、という場合にのみ認識し
なければならない５）。

②企業は、期待される将来の経済的便益の発生
可能性を査定するにあたり、資産の耐用年数
にわたって存在するであろう一連の経済状況
に関する経営者の最善の見積りを表す、合理
的で支持しうる前提を基礎としなければなら
ない６）。

③資産の使用に起因する将来の経済的便益の流
入の確実性の程度を評価するため、企業は、
資産の当初認識の時点における入手可能な証
拠に基づき、外部証拠により重点をおいた判
断を用いる７）。
①の規定を人的資源に当てはめた場合、「資

産の取得原価は信頼性をもって測定できなけれ
ばならない」という点が論点となりうる。前章
で検討を行った人的資源の測定方法のうち、支
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出原価法であれば取得原価を容易に求められる
ので規定を満たせるが、実際の支出額とは異な
る取替原価法やせり価格法、給与還元法等では
この規定を満たせない恐れがある。
次に、②については、「資産の耐用年数にわ

たって」という点に関して、人的資源の耐用年
数は企業に雇用されている期間であるというこ
とが想定できるが、人的資源は個々人の自由意
思で退職や転職が可能であるので、長期的な雇
用期間の予測はできない。それゆえ、仮に、人
的資源について償却を行うとしたとき、たとえ
ば機械や建物の減価償却のような定額法や定率
法による規則的な償却は困難、という点が問題
となるであろう。③については、認識時点で入
手可能な証拠に基づいた判断は、たとえば将来
の経済的便益を測定するためのモデルが開発さ
れ、その計算要素が示されていれば可能とも思
われるが、人的資源に関しては、少なくとも現
状でそのような状況にはない。したがって、
「将来の経済的便益流入の確実性の程度を評価
する」ことは困難である。とはいえ、これは今
後将来にわたっての困難性を示すものではな
い。
以上のように、人的資源は、現状では、IAS

における無形資産の認識規準を満たしえていな
いと考える。

３．人的資源にかかわる規定
IAS３８には以下のような規定もある。「企業

には熟練した職員のチームが存在する場合があ
り、将来の経済的便益をもたらす職員の技能の
向上は訓練を通じて認識することも可能であ
る。また、企業は、職員がそれらの技能を継続
して企業に提供することを見込んでいるかもし
れない」８）。この規定はまさしく人的資源を想
定しているものだと考えられる。
この規定には続きがあり、「しかしながら、

熟練した職員のチーム及び訓練から生じると期
待される、将来の経済的便益に対する企業の支
配力は、通常、これらの事項が無形資産の定義
を満たすと考えるのには十分ではない」９）とさ
れている。やはり、資産の定義として挙げられ
ている「企業が支配し」という点で、人的資源
の場合は個人の自由意思で退職しうる点が問題
と考えられているのであろう。しかしこの点に
関しては、契約に基づき実態として自由意思で
退職しえないプロスポーツ選手の場合には、
IAS上もその資産の定義を満たしうると考え
る。
また、「同様の理由から、特殊な経営上又は

技術上の能力も無形資産の定義を満たすことは
少ない。ただし、その使用及びそれから予想さ
れる将来の経済的便益の入手が法的権利により
保護されており、またそれが定義の他の部分も
満たす場合は、その限りではない」１０）とあり、
ここでは経営上のノウハウのみならず、従業員
や人的組織が持つノウハウについても資産とし
て認められる可能性を含んでいると考えられ
る。
リカートは人的資源を「人的組織」という単

位で把握しようとしていた１１）。一方、フラムホ
ルツは個人を人的資源の認識、測定単位とし、
個人価値の測定値を足し合わせることで、より
大きな人間集団の評価額を得ることが可能であ
ると考えていた１２）。すなわち、人的組織の持つ
ノウハウも人的資源によって生み出されるもの
であり、従業員の持つノウハウと同様に資産性
があると考えられる。
とはいえ、確かに現状の会計基準上は、人的

資源の資産計上の可能性は、特定の業種などき
わめて限定されていると言わざるを得ない。し
かし、それは資産概念のありかたに依拠して変
化することも意味している。

Ⅲ 資産概念の検討
資産概念はここまで通時的に不変だったので

はない。資産の認識要件についても、各時代の
資産概念により変化してきた。ここでは、人的
資源会計に深く関わるであろういくつかの資産
概念について列挙し、検討することとする。

１．静態論における資産概念
会計の歴史を鑑みると、かつて、財産計算を

重視する古典的な静態論の考え方に基づいてい
た時代があった。財産計算を重視した会計制度
の下では、債権者の保護を目的とし、その時点
における企業の清算を前提としていた。ゆえ
に、第三者への譲渡が可能であり、換金可能性
を持つような資源が資産となり得たのである。
したがって、このような静態論における資産概
念は、財産価値のあるものと定義がなされ、企
業の所有が法的に裏付けられる土地や建物、工
場等の物的資産、特許権のような無形資産、有
価証券等の財務的資産のみが資産として認識さ
れていた。また、企業の清算を前提としていた
ので、それらの資産評価は売却時価によって行
われていた。
よって、この理論においては人的資源の資産

性を主張することは困難である。法的な所有権
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という点において、人的資源には少なくとも無
形資産としての資産性を見いだし得ないからで
ある。

２．FASB「財務会計概念ステートメント」の
資産概念

人的資源会計の研究が１９６０～７０年代に盛んに
行われ、得られた成果に対して大きな影響を与
えたのは、米国FASB（Financial Accounting
Standards Board、財務会計基準審議会）によっ
て、１９７３年から始まった「財務会計概念ステー
トメント」（Statement of Financial Account-
ing Concepts）」の設定プロジェクトであった。
そこでは、「特定の実体により支配されている」
と、「発生の可能性が高い将来の経済的便益で
ある」という２つの要件が示された１３）。
この当時、財務会計概念ステートメントにお

いては、人的資源は資産の要件を満たしていな
い、と結論付けられたが１４）、これらの要件が求
められた理由として、菅原［２００２］は、製造業
を中心として構築された会計から、経済社会に
影響を及ぼすようになりつつあったリース契約
や金融商品などの有形資産ではない対象も認
識・測定できる会計を構築するためであったこ
とを挙げており、その議論の経緯には、人的資
源を認識・測定しようという意向は全く無かっ
たのだと捉えている１５）。
しかしながら、近年、企業形態の変化による

必要性に迫られて、リース契約や金融商品など
が資産として計上されるようになったように、
資産概念は不変ではない。経済社会の変化にし
たがい、求められる会計情報の質が変わり、企
業価値を反映した財務諸表が求められるとその
資産概念も変わりゆくであろう。

３．資産負債アプローチに基づく資産概念
近年においては、資本主義市場の発展に伴う

企業形態の変化によって、いわゆる資産負債ア
プローチによる資産概念が考えられるように
なった。期間損益計算を重視する動態論に対
し、資産負債アプローチは、企業価値を正確に
反映させることを目的とする。サービス・ポテ
ンシャルとは、将来において発現することが期
待される経済的便益であり、現行の会計制度で
会計上の資産であると認識されている貨幣性資
産と費用性資産をも内包するものである。
この新たな資産概念の下では、これまでは会

計上の資産と認められていなかった人的資源の
ような「無形の資産」が資産として認められる
可能性がある。

４．フラムホルツの資産概念
前項の資産負債アプローチに基づいて、人的

資源の会計的認識が可能であるか否かを考えた
場合、解決すべき問題は、企業が期待する人的
資源のサービス・ポテンシャルが資産となりう
るかどうかである。つまりは、人的資源の持つ
サービス・ポテンシャルによる受益を期待して
の投資を資産として扱えるかどうかが論点とな
りうる。
資産の本質にサービス・ポテンシャルを挙げ

た先行研究者としてフラムホルツがいる。前章
で示したように、フラムホルツは人的資源の研
究者でもある。フラムホルツ［１９７４］は人的資
源の資産性も念頭に置いた上で、資産としての
３つの要件を示している。①将来的なサービ
ス・ポテンシャルの所有、②貨幣単位での数量
化、③組織における所有もしくは管理、であ
る。
①は、前項で述べたように、将来において発

現することが期待される経済的便益を持ち得る
か否かということである。これにより、現行の
会計制度でも資産とされる貨幣性資産や費用性
資産が理論的にも資産の要件を満たすだけでな
く、更に、資産の範囲が拡がる可能性もある。
②については、当該項目が貨幣価値で表現し

得るか否かということである。ある項目を会計
上の資産として財務諸表に記載し、その会計情
報が客観性や検証可能性、比較可能性などを持
つためには貨幣価値評価は必須であるという考
えによるものである。
③について、空気や水のように普遍的に存在

し、誰でも入手できるようなものに関しては、
事実上、第三者への売買可能性がない。よっ
て、資産の要件としては、ある項目に少なから
ず稀少度があり、個人ないし企業に属してい
て、普遍的に入手可能なものであってはならな
いという考えによるものである。ただし、ここ
でいう企業への所属とは、必ずしも法的な所有
権の存在を意味するものではない。
フラムホルツの示したこれらの資産要件は十

分に容認可能なものである。しかしながら、実
務上、将来的なサービス・ポテンシャルの量を
測定し、貨幣単位で表すかは一般的に困難なこ
とが多い。もちろん人的資源についてもこの問
題があるが、他の多くの「無形の資産」につい
ても同様にいえることであろう。ただし、たと
え現実の計算に困難があるとしても、フラムホ
ルツの示した資産要件そのものが否定されるも
のではない。
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５．小括
IFRS の整備が進められているが、そこで

は、人的資源を資産計上してはならないという
規定があるわけではなく、人的資源の資産計上
について全否定するものではない。人的資源に
ついて、無形資産としての条件を満たすことが
できれば計上できるという、条件付ではあるも
のの計上の可能性は残っているのである。
静態論に基づく資産概念、１９６０～７０年代の人

的資源会計研究に大きな影響を与えたであろう
SFACの資産概念、そして、人的資源の資産計
上を肯定しうる可能性のある資産概念につい
て、それぞれ検討したが、その結果、資産概念
が不変ではないということを確認することが出
来た。特に、将来的なサービス・ポテンシャル
を資産の重要な要件とみなしている近年の資産
負債アプローチに基づく資産概念では、人的資
源を資産としてとらえられる可能性のあること
が理解された。
現行の企業会計基準において、人的資源は資

産としての要件を満たしていないとされていて
も、人的資源の価値を認識・測定・開示しよう
という研究を通じて、その可能性を高めること
はできるのである。

Ⅳ おわりに
本稿においては、国際会計基準における人的

資源会計の位置づけを確認するべく、検証を
行った。人的資源会計それ自体を扱った会計基
準はない。しかしながら、これに関連するのは
当然ながら無形資産にかかる基準である。ここ
では、IASならびに IFRS をその検討対象の中
心とした。近年、各国の会計基準と国際会計基
準とのコンバージェンスが図られており、把握
しておく必要があったからである。その結果を
まとめると、以下のとおりである。
・人的資源は、およそ無形資産の定義は満たし
うるものの、IASにいう「企業による支配」
の適合性には疑問がある。

・無形資産の認識規準①について、支出原価法
であれば取得原価を容易に求められるが、実
際の支出額には基づかない取替原価法やせり
価格法、給与還元法等においては資産の取得
原価を信頼性をもって測定することができる
とは限らない。

・人的資源の耐用年数は企業との雇用期間であ
ると考えられるが、人的資源は個々人の自由
意思で退職ないし転職することが可能である
ため、資産の耐用年数を設定したところでそ

のとおりにはいかない可能性がある。
・人的資源の、将来の経済的便益の発生可能性
の査定は困難である。
しかしながら、ここで検討した IAS、および

日本を含めた主要各国の会計基準では、人的資
源を資産計上してはならないとはしていない。
現行規定下においての無形資産計上要件を満た
しうるのであれば、それが人的資源であっても
資産計上が可能なことは明白である。また、基
準上の資産概念も通時的に不変ではない。これ
らの再検討、あるいは今後の変化によっては、
人的資源の資産計上について肯定的に考えるこ
ともできることを指摘した。
以上のように、人的資源の資産計上の可能性

は理論上も基準上もあるものの、問題点も多
く、人的資源価値の認識・測定・開示について
の研究はさらに必要であることが理解される。

注）
１）IASB［２００４］par.８．
２）IASB［２００４］par.８．
３）IASB［２００５］付録Ａ．
４）IASB［２００４］par.１７．
５）IASB［２００４］par.２１．
６）IASB［２００４］par.２２．
７）IASB［２００４］par.２３．
８）IASB［２００４］par.１５．
９）IASB［２００４］par.１５．
１０）IASB［２００４］par.１５．
１１）三隅［１９６８］p.１８８。訳書においては、“human resource”

の訳語として「人的資源」ではなく「人的資産」が用い
られているが、本稿では、以後の研究において一般的な
呼称となった「人的資源」に用語を統一した。“human
organization” も、「人間組織」という訳語が用いられて
いるが、同様に「人的組織」に統一した。

１２）Flamholtz［１９７１］p.２５５．
１３）FASB［１９７３］par.２５．
１４）FASB［１９７３］par.３１．
１５）菅原［２００２］p.１２７。
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